
平成21年度地域包括支援センター事業計画 資料１－３

センター名 府中市 あさひ苑 しみずがおか よつや苑

地域の状況

　　人口　　　　　　　141,323人 　　人口　　　　　　　36,770人 　　人口　　　　　　　27,682人 　　人口　　　　　　　36,839人

　　高齢者人口　　　26,883人　　　 　　高齢者人口　　　5,918人　　　 　　高齢者人口　　　4,813人　　　 　　高齢者人口　　　6,267人　　　

　　高齢化率　　　　　　　19.0％ 　　高齢化率　　　　　　　16.1％ 　　高齢化率　　　　　　　17.4％ 　　高齢化率　　　　　　　17.0％
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保健師　　　　８名　　看護師　１名 保健師　1名 保健師　　１　名 看護師　　　　１名

主任介護支援専門員　　　２名 主任介護支援専門員　　1名 主任介護支援専門員　　2名 主任介護支援専門員　　　１名

社会福祉士　　　　　２名 社会福祉士　3名（非常勤２名） 社会福祉士２名 社会福祉士　　　　２　名

事務　　　　４名 介護支援専門員　３名（非常勤1名） 管理栄養士１名 介護支援専門員　３　　名

事務　　　　名 事務　１名 事務　　０　　名

重
点
取
組
み
項
目

総合相談支
援

(１)福祉相談担当者会議を開催し、
庁内関係各所と連携を深める。
(２)見守りネットワーク事業の普及
拡大により、連絡相談しやすい地
域づくりを推進する。

（1）民生委員を初め地域関係者と連携
し、災害時要援護高齢者の実態把握を
進める。
（2）積極的な訪問活動を行い、問題を
抱える高齢者へ早期介入を図る。

(１)在支で培ってきた民生委員との情報交換
や老人会、自治会など各種団体と連携を強
化する。
(２)見守りネットワーク事業の普及拡大はもと
より、法人としてのノウハウ(まちづくり等)を生
かしつつ、連絡相談しやすい地域づくりを推
進する。

(１)相談の受付は、併設施設の利点を活
かし、２４時間体制をとる。
(２)日常生活圏域における、高齢者の多
様化する新たなニーズに対し、適切か
つ具体的な調整と対応をとる。

権利擁護

(１)介護関係機関の高齢者虐待防
止、通報義務等についての研修を
行い、早期発見につなげる。
(２)市民後見人制度を活用し、判断
能力の乏しい高齢者の権利擁護を
はかる。
（３）認知症サポーター「ささえ隊」
の養成により、認知症への理解を
深め、認知症者の尊厳を守ること
への啓発を行う。

（1）見守りネットワークを地域に広
げ、虐待や介護放棄（自己放任を含
む）の予防に努める。
（2）高齢者地域支援連絡会・認知症
サポーター養成や家族介護者教室
を有効に利用して、認知症になって
も住み慣れた地域で生活できるよう
な地域作りを進める。

(１)介護関係機関の高齢者虐待防止、通報
義務等についての研修を行い、早期発見に
つなげる。
(２)市民後見人制度を活用し、判断能力の乏
しい高齢者の権利擁護をはかる。
（３）認知症サポーター「ささえ隊」の養成によ
り、認知症への理解を深め、認知症者の尊
厳を守ることへの啓発を行う。
（４）法人固有の権利擁護のノウハウを生か
し、（２）同様、成年後見制度の利用支援も含
め多方面からのサポート体制により実施して
いく。

(１)　高齢になっても安心して暮らせるた
めのセイフティーネットとして、早期発
見・課題解決のシステムを構築する。
(２)権利擁護センターとの連携を図り迅
速な問題解決を行う。
（３）「見守りネットワーク」「認知症サポー
ター」の普及・啓発を地域福祉のまちづ
くりと考え、推進する。

包括的・継続
的マネジメン
ト支援

(１)在宅介護支援センターと連携した地
域の支援ネットワークの充実をはかる。
(２)担当地区ケア会議の効率的・効果
的な開催による支援体制の強化
（３）各包括支援センターの主任ケアマ
ネジャーを中心とした、ケアマネ支援の
体制構築と、ケアプラン指導を行う。

（1）担当地区ケア会議を定期的に
開催し、情報交換や事例検討会を
行い、居宅支援事業所をはじめ
サービス提供事業所との連携を深
める。

(１)在宅介護支援センターと連携し
た地域の支援ネットワークの充実を
はかる。
(２)担当地区ケア会議の効率的・効
果的な開催による支援体制の強化

（１）高齢者地域支援連絡会開催等で地
域の協力関係向上と把握を進める。
（２）担当地区ケア会議での問題整理能
力を向上させる。

介護予防ケア
マネジメント

(１)予防事業の効果的効率的運営
(２)介護予防支援業務の円滑な運
営及びマネジメント力向上

（1）介護予防支援業務の確実な遂行
（２）ケアマネジメント力の向上
（３）年間20回の介護予防講座、8か所の
ほっとサロン、3か所の自主グループ、2
か所の介護予防料理教室を実施し、対
象エリアにくまなく事業がいきわたるよう
にする。

(１)７か所中６か所の介護予防グ
ループの自立化へ向けた事業展開
をはかる。
(２)介護予防支援業務の円滑な運
営及びマネジメント力向上

（１）四谷西部地区と日新町の予防事業
の開拓をする。
（２）介護予防支援事業の運営基準等を
遵守する。
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